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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月28日(2016.4.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　隣接する椎体（１３、１５）の棘突起（１２、１４）を互いに対して安定させるための
インプラントであって、
　第１接触要素（１６）及び第２接触要素（１８）であって、
　前記棘突起（１２、１４）を安定させるために、前記第１接触要素（１６）を前記棘突
起（１２、１４）の第１側面（１７）上に側方から設置することができ、また、前記第２
接触要素（１８）を前記棘突起（１２、１４）の前記第１側面（１７）から遠く離れてい
る第２側面（１９）上に側方から設置することができる、第１接触要素（１６）及び第２
接触要素（１８）と、
　前記第１接触要素（１６）に連結されて前記第２接触要素（１８）に対して移動可能で
あると共に、前記棘突起（１２、１４）間の椎間腔（３０）を通って延びるとともに、前
記第２接触要素（１８）を通って延びる、少なくとも１つの緊締要素（２８、２９）と、
　前記第２接触要素（１８）上に配置されると共に、前記第２接触要素（１８）を前記第
１接触要素（１６）の方向に前記少なくとも１つの緊締要素（２８、２９）に沿って緊締
するために前記少なくとも１つの緊締要素（２８、２９）と係合させることができる、少
なくとも１つの固定要素（４３）と、
　前記第１接触要素（１６）及び／又は前記第２接触要素（１８）が、前記少なくとも１
つの緊締要素（２８、２９）上で傾斜することにより移動可能であるように配置された関
節装置（４１）と、を備え、
　前記第１接触要素（１６）が、前記少なくとも１つの緊締要素（２８、２９）に対して
該緊締要素の長手方向に移動可能であること、
　前記少なくとも１つの緊締要素（２８、２９）が、前記第２接触要素（１８）の方向に
移動しないように前記第１接触要素（１６）上で直接的又は間接的に支持するための少な
くとも１つの支持部材（３３）を含むこと、
　前記関節装置（４１）が少なくとも１つの関節要素（４０、９２）、ここで該少なくと
も１つの関節要素（４０、９２）を通って前記少なくとも１つの緊締要素（２８、２９）
が延びる、を含むこと、
　前記関節要素が関節面（３８、９３）を有し、該関節面（３８、９３）は、前記第１接
触要素の前記第２接触要素から離れる方を向いた対応する関節面と協働する、又は前記第



(2) JP 2015-516235 A5 2016.6.30

２接触要素（１８）の前記第１接触要素（１６）から離れる方を向いた対応する関節面（
３９、９３）と協働すること、及び
　前記少なくとも１つの関節要素（４０、９２）は、関節スリーブを含む又は形成し、前
記少なくとも１つの緊締要素（２８、２９）は、該関節スリーブによって前記少なくとも
１つの緊締要素（２８、２９）の長手方向へと変位可能に案内されること、
を特徴とするインプラント。
【請求項２】
　請求項１に記載のインプラントであって、前記少なくとも１つの固定要素（４３）が、
前記少なくとも１つの緊締要素（２８、２９）とラッチ式及び／又は緊締式のやり方で係
合させることができると共に、固定部材（５４）を含み、該固定部材（５４）は、前記係
合が存在する時、前記少なくとも１つの緊締要素（２８、２９）に当接して前記固定要素
（４３）の前記第１接触要素（１６）の方向のみへの移動を許容すること、を特徴とする
インプラント。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のインプラントであって、前記少なくとも１つの固定要素（４３
）が、前記第２接触要素（１８）の前記第１接触要素（１６）から遠く離れている側に配
置されることを特徴とするインプラント。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のインプラントであって、前記インプラント（１０
；９０）が少なくとも１つの固定要素容器（４２；９６）を有し、該少なくとも１つの固
定要素容器（４２；９６）は前記第２接触要素（１８）の前記第１接触要素（１６）から
遠く離れている側に配置され、かつ、該少なくとも１つの固定要素容器内に前記少なくと
も１つの固定要素（４３）は位置決めすることができ、かつ、該少なくとも１つの固定要
素容器（４２；９６）は、前記少なくとも１つの固定要素（４３）の前記第２接触要素（
１８）から離れる方向への移動を阻止するための、該少なくとも１つの固定要素（４３）
用の第１阻止部材（５０）を有すると共に、前記第２接触要素（１８）上へ向けられた力
を吸収するための接触部材（５２）を含むこと、を特徴とするインプラント。
【請求項５】
　請求項４に記載のインプラントであって、前記少なくとも１つの固定要素容器（４２；
９６）が、前記少なくとも１つの固定要素（４３）を前記固定要素容器（４２；９６）内
へ導入するための及び／又は前記少なくとも１つの固定要素（４３）を前記固定要素容器
（４２；９６）から除去するための容器開口（４９；９８）を含むこと、を特徴とするイ
ンプラント。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載のインプラントであって、前記インプラント（１０
；９０）が、互いに対して間隔をおいて配置されると共に互いに対して平行に走る２つの
緊締要素（２８、２９）を含むこと、を特徴とするインプラント。
【請求項７】
　請求項６に記載のインプラントであって、前記２つの緊締要素（２８、２９）が、前記
第２接触要素（１８）の前記第１接触要素（１６）から遠く離れている側でブリッジ（３
１；１０１；１０５）により互いに接続され、該ブリッジ（３１；１０１；１０５）は、
前記緊締要素（２８、２９）上で前記第２接触要素（１８）から離れる方向に支持される
こと、を特徴とするインプラント。
【請求項８】
　請求項７に記載のインプラントであって、前記緊締要素（２８、２９）が前記ブリッジ
（３１）によって互いに堅く接続されること、或いは前記ブリッジ（１０１）が前記緊締
要素（２８、２９）上で移動可能に保持されるか、又は変形可能であること、を特徴とす
るインプラント。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のインプラントであって、前記少なくとも１つの関
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節要素（９２）が前記第１接触要素（１６）上に配置されること、好ましくは、前記少な
くとも１つの緊締要素（２８、２９）が前記第２接触要素（１８）の方向への移動に抗し
て前記関節要素（９２）で前記支持部材によって支持され、それにより前記第１接触要素
（１６）上で間接的に支持されること、を特徴とするインプラント。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載のインプラントであって、前記少なくとも１つの関
節要素（４０、９２）が前記第２接触要素（１８）上に配置されること、を特徴とするイ
ンプラント。
【請求項１１】
　請求項９または１０に記載のインプラントであって、前記少なくとも１つの緊締要素（
２８、２９）が、前記第２接触要素（１８）によって変位可能に案内されるか、または
前記少なくとも１つの緊締要素（２８、２９）が前記第１接触要素（１６）によって変位
可能に案内されること、を特徴とするインプラント。
【請求項１２】
　請求項４と組み合わせた請求項１０または１１に記載のインプラントであって、前記第
２接触要素（１８）上に配置された前記少なくとも１つの関節要素（４０、９２）が、前
記少なくとも１つの固定要素（４３）用の前記少なくとも１つの固定要素容器（４２）を
含む又は形成すること、を特徴とするインプラント。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１項に記載のインプラントであって、前記接触要素（１６、
１８）が各々、中央部分（２０、２１）及び端部分（２２、２３、２４、２５）を含み、
該端部分（２２、２３、２４、２５）は、前記中央部分（２０、２１）の相対する側から
第１空間方向に沿って突出すると共に、前記中央部分（２０、２１）上で、前記第１空間
方向に対して交差する第２空間方向に互いに対してずらして配置されること、を特徴とす
るインプラント。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のインプラントであって、前記接触要素（１６、１８）が、前記中央
部分（２０、２１）から前記端部分（２２、２３、２４、２５）までの移行領域内に変形
領域（２６）を含む又は形成すること、を特徴とするインプラント。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載のインプラントであって、前記接触要素（１６、
１８）が、前記棘突起（１２、１４）に係合するための係合部材（５８）を含み、該係合
部材（５８）は、それぞれ別の接触要素（１６、１８）の方向に突出すること、を特徴と
するインプラント。
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